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１．生物多様性マップとは 

1.1 背景と目的 

生物多様性保全に向けた取り組みは国内外

で進められており、1993年の生物多様性条約

以降、日本でも生物多様性国家戦略（1995）、

新・生物多様性国家戦略（2002）、第三次生物

多様性国家戦略（2007）、生物多様性基本法

（2008）などの施策が進められている。また

農林水産省では「農林水産省生物多様性戦略」

（2007）を掲げ取り組みを進めている。 

中部森林管理局は、森林計画策定において、

国有林が持つ公益的機能とあわせて生物多様

性に関する情報を地域住民に公開し、地域住

民も計画策定に参画できる仕組みづくりを目

指している。そこで情報公開の一つとして、

計画立案者（管理局）、現場（森林官）だけで

なく、地域住民にわかりやすい表現で国有林

野生物多様性の状況を地図化した「生物多様

性マップ」を作成することになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-1 国有林における 

生物多様性マップの位置づけ 

 

1.3 生物多様性マップの表現方法 

「生物多様性マップ」の利用者は、国有林

の施策の計画立案者（管理局）、現場（森林官）、

地域住民の 3つの主体であり、「生物多様性

マップ」は各主体にとって必要な情報をわか

りやすい地図で表現することとした。また、

情報は国有林GISや既存の情報をGISデータ

ベースとして整備し、活用するとともに、情

報が更新された場合は最新の情報を表示でき

ることとした。 

 

1.2 国有林の生物多様性の評価方法 

「生物多様性マップ」を作成するにあたり、

森林の生物多様性の評価指標を検討した。

2007年に林野庁が行った「天然林のありかた

に関する検討会」で作成された25指標をベー

スにし、専門家の意見をふまえて、中部森林

管理局管内の国有林の多様性を評価するのに

欠かせない2指標を加えた27指標を作成した。 

 

表1-1 生物多様性評価指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．対象地および使用データ 

2.1 対象地 

 「生物多様性マップ」作成の対象地は、中

部森林管理局管内の国有林で、日本アルプス

などの高山帯を多く含む地域である。管内の

森林面積は 246万 haで、そのうち 66万 ha

が国有林となっている。 



 

 

2.2 使用データ 

 「生物多様性マップ」の情報はGISデータ

で整備した。また、国有林GISの”無立木地”

を生物多様性に欠かせない”林冠ギャップ”

の情報として読みかえるなど、生物多様性を

評価できるよう情報の読み替えを行った。主

な使用データとデータ整備の方法を図2-1に

示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-1 主な使用データとデータ整備の方法 

 

2.3 主題図の選定 

「生物多様性マップ」の利用の対象者は、

国有林の施策の計画立案者（管理局）、現場（森

林官）、地域住民の3つの主体である。各主体

に向けたマップの観点は、計画立案者は広域

的に生物・生息環境の情報を把握でき、法規

制との関係が分かること、現場（森林官）は 

森林施業において生物多様性に留意すべき点 

 

 

 

 

 

 

 

図2-2 マップ利用の主体・目的 

 

が把握できること、地域住民をふくむ利用者

については、森林の公益的機能を享受できる

場所を把握できることとした。 

 各主体に向けた「生物多様性マップ」の主

題図を図2-2に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-2 「生物多様性マップ」主題図一覧 

 

３．「生物多様性マップ」とデータベースの

活用と展望 

 中部森林管理局では、森林計画策定への住

民参加手法として、早い段階から情報を提供

し、地域住民が計画づくりに参加できる仕組

みづくりを進めてきた。今回整備した「生物

多様性マップ」は、森林計画策定に限らず、

今後、国有林の多様な機能を広く国民に理解

されるためのツールとして有効である。 

 また、生物多様性マップ作成にあたって、

国有林GISや既存の調査結果データなど、国

有林の生物多様性を評価するための既存デー

タを一元管理できるようデータの整備を行っ

た。これらの情報については、環境アセスメ

ントの公開にあたって生物多様性の情報をわ

かりやすく伝えたいというニーズに応えるた

めのツールとしての活用や、省庁間や複数機

関など多様な主体によるデータストックのた

めのプラットホームとしての活用も望まれる。

また、自然再生事業や公共事業実施の際には、

事業地の効率的な自然環境の評価や新たな評

価手法開発の基礎資料として活用できると考

えられる。 


